
平成２５年１２月２５日 

 

 

北海道北見バス株式会社 

 

 

消費税率引上げに伴う路線バス（乗合バス）の上限運賃改定の申請について 

 

 

 当社は、平成２５年１２月６日、国土交通省に一般乗合バス運賃の変更認可申請を行いまし

たことをお知らせ致します。なお、申請理由および申請概要は次のとおりです。 

 

 

１．申請理由 

 

平成２６年４月１日より実施される消費税率引上げに伴う税負担増加分の運賃への転嫁のため 

 

 

２．申請概要 

 

（1）申請日          平成２５年１２月６日 

 

（2）運賃改定実施予定日    平成２６年４月１日（予定） 

 

（3）改定上限運賃の平均改定率 ２．８３１％（参考：消費税率引上率２．８５７％） 

 

（4）現行・申請運賃比較表 

  ①普通旅客運賃（高速バスは除く） 

運賃制度等 申請運賃額（差額） 

均一区間制（北見市内200円均一区間） ２１０円（＋１０円） 

対キロ区間制（初乗運賃） １５０円（据え置き） 

対キロ区間制（賃率区間） 現行運賃×消費税改定率108/105 

（円単位：四捨五入） 

 



 

 

②普通回数旅客運賃（ＩＣバスカード） 

   現行割引率７．４％（積み増し１０００円に対し＋８０円）から割引率９．１％（積み

増し１０００円に対し＋１００円）への変更。 

 

   ※改定後の乗合バス事業の運賃全体増収率を消費税率引上率２．８５７％（108/105）以

内に収めるため、北見市内に於いて利用率の高い回数券割引率への変更。 

 

③定期旅客運賃 

   改定後の普通運賃額を基準とし、所定の割引率を乗じて算出します。 

 

 

（5）その他 

  高速バス等特別な適用の運賃につきましては、今後届出する予定です。 

※各種詳細な改定内容につきましては、認可を受け次第、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

北海道北見バス株式会社 

自動車部営業課 

TEL：０１５７-６８-１０１１ 


